
      
（後援：財団法人 大阪府男女共同参画推進財団） 

はい、介護保険 

ホットラインです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険を使ってみてのお悩みはもちろん、介護保険って何やのん？  

健康保険とどう違うの？ どうしたら使えるの? など、介護保険に関するどんなことでも

ＯＫです。電話でお話しを伺います。誰にも相談できなくて困っている方、ぜひお電話く

ださい。ご一緒に解決策を探りましょう。皆様からのお電話をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ホットライン開設日  

2010年 6 月 24 日（木）  

       25 日（金）  

 26 日（土）   

 �０６－６９４９－２３６１ 
 

（この番号は6月24日～26日のみ有効のホットライン専用電話です） 

    東京� 03-3268-2133  富山� 076-441-0541  

東京・大阪・富山 同時共同開催 

介護保険制度が導入されてはや１0年。いまや無くてはならない制度になりました。 

この介護保険、見切り発車でスタートしたので、不備な点は走りながら直していこうと 

いうことで、最初から法律に５年ごとの改正が盛り込まれています。そして、２０１０年度 

は２度目の法改正の年なのです。（制度上の改正は何度かありました） 

どこをどう改正したら、持続可能で使い勝手のよい介護保険になるのか、市民の声をあげ

るときです。ぜひお電話ください。皆様からのお電話をお待ちしております。 

ご相談いただいた電話から問題点を拾い上げて分析し、改正に向けての報告書(提言書)を

作成したいと思っています。 

3日間とも 午前10時～午後４時まで 

受け付けます。 

事務局：Tel/Fax ０６－６７６２－０５５０ 


